
大口町告示第１１４号 

 

 大口町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の一部を改正する要綱

を次のように定める。 

 

  平成２７年１２月２５日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



 

大口町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の一部を

改正する要綱 

 

 大口町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱（平成２５年大口町告

示第１０６号）の一部を次のように改正する。 

題名中「疾患児」を「疾病児童」に改める。 

第１条中「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施について（平成１７

年２月２１日雇児発第０２２１００２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

の別添小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」を「小児慢性特定疾病

対策総合支援事業の実施について（平成２７年５月２８日雇児発第０５２８第１号

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の別紙小児慢性特定疾病対策総合支援事

業実施要綱」に、「疾患児」を「疾病児童」に改める。 

 第２条各号列記以外の部分中「疾患児」を「疾病児童」に改め、同条第２号及び

第３号を次のように改める。 

 (2) 児童福祉法（平成２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第１９条の３

第３項に規定する医療費支援認定に係る小児慢性特定疾病児童等（同法第４条

第１項に規定する児童以外の満２０歳に満たない者については、満１８歳に達

する日前から引き続き指定小児慢性特定疾病医療支援を受けている者に限る。) 

 (3) 法による施策（小児慢性特定疾病に係る施策を除く。）及び障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に

よる施策の対象とならない者 

第３条中「疾患児」を「疾病児童」に改める。 

第４条第３項中「疾患児」を「疾病児童」に改め、同条第４項中「疾患児」を

「疾病児童」に改める。 

第１１条中「疾患児」を「疾病児童」に改める。 

 別表１中「疾患児」を「疾病児童」に改め、同表便器の項中「４，４５０」を

「４，８１０」に改め、同表特殊マットの項中「１９，６００」を「２１，１７

０」に改め、同表特殊便器の項中「１５１，２００」を「１６３，３００」に改
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め、同表特殊寝台の項中「１５４，０００」を「１６６，３２０」に改め、同表歩

行支援用具の項中「６０，０００」を「６４，８００」に改め、同表入浴補助用具

の項中「９０，０００」を「９７，２００」に改め、同表特殊尿器の項中「６７，

０００」を「７２，３６０」に改め、同表体位変換器の項中「１５，０００」を

「１６，２００」に改め、同表車いすの項中「７０，４００」を「７６，０３０」

に改め、同表頭部保護帽の項中「１２，１６０」を「１３，１３０」に改め、同表

電気式たん吸引器の項中「５６，４００」を「６０，９１０」に改め、同表クール

ベストの項中「２０，０００」を「２１，６００」に改め、同表紫外線カットクリ

ームの項中「３７，８００」を「４０，８２０」に改め、同表ネブライザー（ 吸

入器）の項中「３６，０００」を「３８，８８０」に改め、同表パルスオキシメー

ターの項中「１５７，５００」を「１７０，１００」に改め、同表に次のように加

える。 

ストーマ装

具（蓄便袋） 

人工肛門を造設

した者 

小児慢性特定疾病児童又は介助

者が容易に使用し得るもの。 

111,460 

(年間) 

 

ストーマ装

具（蓄尿袋） 

人工膀胱を造設

した者 

小児慢性特定疾病児童又は介助

者が容易に使用し得るもの。 

146,450 

(年間) 

 

人工鼻 人工呼吸器の装

着又は気管切開

が必要な者 

小児慢性特定疾病児童又は介助

者が容易に使用し得るもの。 

126,360 

(年間) 

 

 別表２備考中「疾患児」を「疾病児童」に、「租税特別措置法第４１条第１項、

第２項及び第３項」を「租税特別措置法第４１条第１項、第２項、第６項及び第２

４項」に、「第４１条の３の２第１項、第２項、第４項及び第５項」を「第４１条の

３の２第１項、第２項、第４項、第５項及び第６項」に、「第４１条の１９の３第１

項及び第２項」を「第４１条の１９の３第１項及び第３項」に、「第４１条の１９

の４第１項及び第２項並びに第４１条の１９の５第１項」を「第４１条の１９の４

第１項及び第３項」に改め、「附則第１２条」の次に「、所得税法等の一部を改正す

る法律（平成２５年法律第５号）附則第５９条第１項及び第６０条第１項」を加え、

「生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
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自立の支援に関する法律」を「生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被

保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律（平成１６年法律

第３０号）」に、「「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」（昭和

５１年４月１６日厚生省発児第５９号の２厚生事務次官通知）第４保育所徴収金（ 

保育料）基準額表備考３（３）」を「子ども・子育て支援法施行令第４条第４項の

規定」に改める。 

 様式第１中「疾患児」を「疾病児童」に、「疾患」を「疾病」に、「小児慢性特

定疾患医療券」を「小児慢性特定疾病医療受給者証」に改める。 

 様式第２中「疾患」を「疾病」に改める。 

 様式第３、様式第４及び様式第５中「疾患児」を「疾病児童」に改める。 

様式第６中「疾患児」を「疾病児童」に、「疾患」を「疾病」に改める。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の大口町小児慢性特定疾患児日常生活

用具給付事業実施要綱の規定は平成２７年４月１日から適用する。 
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